
 

 

【日高・浦河様似区域】 

北海道指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（ニホンジカ） 

(令和６年 10 月１日から令和７年３月 31 日まで) 

 

１ 背景及び目的 

エゾシカによる被害を防止するため、個体数の削減に取り組んできた結果、生息数

は平成 23 年度の約 77 万頭から減少傾向にあったが、近年、全道で再び増加に転じて

おり、令和 5 年度は過去最高を更新した可能性がある。また、農林業被害は令和 4 年

度に 48 億円となり依然として高水準にあるほか、採食や踏み付け撹乱による表土流

出や生態系への影響も懸念されている。 

さらに近年では、捕獲圧の高まりにより、鳥獣保護区などにエゾシカが逃げ込むな

ど捕獲困難な状況が見られる。 

このため、鳥獣保護区や自然公園など、市町村等による捕獲が困難な箇所において、

道が計画的にエゾシカの捕獲を実施する。 

 

２ 対象鳥獣の種類 

ニホンジカ（エゾシカ） 

 

３ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間 

実施区域名 実施期間 

日高・浦河様似 

区域 

令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日 

（うち、捕獲作業を行う期間） 

令和 6 年 11 月 1 日～令和 7 年 3 月中旬 

 

４ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域 

実施区域名 住所等 選定理由 他法令等 

日高・浦河

様似区域 

浦河郡浦河町春

別 

当区域は道指定の鳥獣保護区（区

域面積 3,350ha）内に位置し、広

大な山林のほか、約 1,500ha に及

ぶ日本中央競馬会日高育成牧場、

約 70ha に及ぶ未利用牧草地を含

み、周辺一帯からのシカの逃避場

所となっている。また積雪期に

は、陽当たりが良く積雪が非常に

少なくなる南斜面が越冬地となり

エゾシカが集中し、下層植生の衰

退が著しく進行していることから

実施場所として選定した。 

道指定にしちゃ

鳥獣保護区 

 



 

 

５ 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 

実施区域名 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標 

日高・浦河様似区域 ニホンジカ  ７５頭 

 

６ 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容 

（１）捕獲等の方法 

 ①使用する猟法と規模 

 

 

 

②作業手順域 

実施区域 使用する猟法 捕獲等の規模 

日高・浦河様似区 くくりわな 50 基程度、60 日以上設置 

【事前調査の実施】 

  関係者への聞き取り及び現地調査を行い、生息状況や希少生物の有無等を確認する。 

【関係者との調整】 

  関係地方公共団体との協議や利害関係人からの意見聴取を行うとともに、捕獲に必

要な各種手続きを行う。関係機関（振興局、市町村、鳥獣保護監視員、土地所有者等）

からなる打合せ会議を設置し、情報共有及び調整を図る。 

【捕獲等の実施】 

  本計画に基づき、認定鳥獣捕獲等事業者等に事業を委託し、捕獲等を実施する。 

【安全管理】 

  受託者が策定する安全管理規定の遵守について適切に監督するとともに、関係機関

等の連絡体制の構築及び地域住民等への周知を図りながら、安全管理の徹底に努める。 

  見回りは 1 日 1 回以上行い、ヒグマの錯誤捕獲及びわなで捕獲したシカによるヒグ

マの誘引を防ぐため、周辺でのヒグマの活動状況に注意してわなを運用する。 

 わなには、事業者名若しくは捕獲従事者名、住所、従事者証の交付者名、委託元、実

施期間、及び捕獲しようとする鳥獣の種類を記載した標識を見やすい場所に設置する

とともに、わな設置場所への道の入口等、入込者や地域住民にわかりやすい場所に注

意喚起標識を設置し周知する。 

【捕獲等をした個体の回収・処分方法】 

  捕獲した個体は原則全頭回収し、可能な限り食肉及びペットフード等の有効活用を

図るものとし、それ以外の個体は適切に処分する。 

【錯誤捕獲への対応方針】 

  餌による誘引を行う場合は、他の動物が誘引されないよう餌を検討するなど、錯誤

捕獲の防止に努める。また、錯誤捕獲された場合は、原則放獣するとともに、捕獲の認

知から放獣までの経緯を記録する。ただしアライグマについては、あらかじめ北海道

知事からアライグマの捕獲許可を得て、アライグマの捕獲があった場合には適切に処

分する。 

 



 

 

 

 

 

 

７ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制 

実施主体 ：北海道 

実施方法 ：委託 

委託の範囲：指定管理鳥獣の捕獲 

委託先  ：認定鳥獣捕獲等事業者等 

実施に当たり関係する機関等： 

・環境省北海道地方環境事務所 

実施区域に係る希少種等の情報提供や捕獲事業における情報共有を図る 

・林野庁北海道森林管理局 

捕獲事業における情報共有を図る 

 ・浦河町・様似町 

   地元関係機関、地権者等との調整や現地確認、手続き等に対する助言・協

力を行う 

 ・北海道立総合研究機構（エネルギー・環境・地質研究所及び林業試験場） 

捕獲方法や分析等の助言など効果的な事業実施に向けた連携を図る 

 

８ 住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項 

（１） 住民の安全の確保のために必要な事項 

・住民等が設置場所を認識できるよう付近に看板等を設置して周知する。 

（２） 指定区域の静穏の保持に必要な事項 

・捕獲個体の止めさしは空気銃または電気止めさしにより行う。 

 

９ その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項 

（１） 事業において遵守しなければならない事項 

・捕獲実施場所における土地所有者等に対し事前に説明を行うとともに、占用許可等の

必要な手続きを行う。 

（２） 事業において配慮すべき事項 

・捕獲を実施する際は、他の野生動植物への配慮に努めるとともに、わな撤去後は跡地

を整理するなど原状回復を行う 

・捕獲された個体は、食肉やペットフードなどできる限り有効活用に努め、困難な場合

は、一般廃棄物として適正に処理する 

  

（３） 地域社会への配慮 

・事前に捕獲実施日を調整するなど配慮するとともに、事業実施の事前周知及び実施当

日の注意喚起など、事故のないよう最大限配慮する 

【捕獲情報の収集・評価】 

  受託者から、捕獲日時、捕獲場所、捕獲数及び目撃数（雌雄別）、かかった人工数な

どの情報を収集し、専門家の意見を踏まえて事業評価を行う。 
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